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資料３



本則 特例措置

貸付対象者

緊急かつ一時的
な生計維持のた
めの貸付を必要と
する低所得世帯

等

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のた

めの貸付を必要とする世帯

貸付上限 10万円以内
学校等の休業、個人事業主等（※１）の
特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

据置期間 2月以内 1年以内（※２）

償還期限 12月以内 2年以内

貸付利子 無利子 無利子

本則 特例措置

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の
減少や失業等により生活に困
窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入の減少や失業等により生
活に困窮し、日常生活の維持が困難
となっている世帯

貸付上限

（二人以上）月20万円×３月以
内＝60万円以内

（単身）月15万円×３月以内
＝45万円以内

同左

（再貸付あり（注２））

据置期間 6月以内 1年以内（※２）

償還期限 10年以内 同左

貸付利子
保証人あり：無利子
保証人なし：年1.5％

無利子

【緊急小口資金】（一時的な資金が必要な方［主に休業された方］） 【総合支援資金（生活支援費）】（生活の立て直しが必要な方［主に失業された方等］）

※１ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要
する費用が不足するとき
※２ 令和４年３月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和４
年３月末まで延長。

注１ 総合支援資金（生活支援費）については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援
機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。

注２ 令和３年3月末までに申請した特例措置においては、貸付３月目においても日常生活の
維持が困難な場合、更に３月以内（６０万円以内）追加で貸付を行うことができる（延長貸
付）。また、令和３年８月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了し
た世帯は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付（３月以内 ６０
万円以内）を実施する。

緊急小口資金、総合支援資金（初回、再貸付）の申請受付期限を
令和3年6月末から令和3年8月末へ延長。

償還免除について

償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
・ 緊急小口資金 ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（初回貸付分） ： 令和３年度又は令和４年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（延長貸付分） ： 令和５年度の住民税非課税
・ 総合支援資金（再貸付分） ： 令和６年度の住民税非課税

資金種類ごとに
判定し、一括免除

住民税非課税を確認する対象は、
借受人及び世帯主。

確
認
対
象

予算措置額合計：１兆５，２０３億円

令和元年度予備費交付額 267億円
令和２年度第１次補正予算額 359億円
令和２年度第２次補正予算額 2,048億円
令和２年度第３次補正予算額 4,199億円
令和２年度予備費（8/7）措置額 1,777億円
令和２年度予備費（9/15）措置額 3,142億円
令和２年度予備費（3/23）措置額 3,410億円

１

個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施
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緊急小口資金 総合支援資金 総合支援資金（再貸付）

申請件数（千件）

※直近週の件数については、速報値のため変動する可能性があります。

令和３年６月９日現在（速報値）

申請総数

緊急小口資金 1,259,683件

総合支援資金 807,569件

総合支援資金（再貸付） 300,210件

決定総額

緊急小口資金 2,293.6億円

総合支援資金 5,929.1億円

総合支援資金（再貸付） 1,500.9億円

1件あたり
平均

緊急小口資金 18.6万円

総合支援資金 76.3万円

総合支援資金（再貸付） 52.1万円

緊急小口資金、総合支援資金の申請件数の推移

２



【事業スキーム】

【実施主体】 都道府県・市・区等（福祉事務所設置自治体、９０５自治体）

【補 助 率】 ３／４

【支給対象者】 ①離職・廃業後２年以内の者

②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

※令和2年4月20日省令改正により支給対象者を拡大

【支給要件】 ・収入要件：世帯収入合計額が①と②の合計額を超えないこと。

① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12

② 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の収入要件（目安）：単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円

・資産要件：世帯の預貯金の合計額が上記①の６月分を超えないこと（但し100万円を超えない額）

※東京都特別区の資産要件（目安）：単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円

・求職活動等要件：公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

【支 給 額】 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の支給額（目安）：単身世帯：53,700円、２人世帯：64,000円、３人世帯：69,800円

【支給期間】 原則３か月（求職活動等を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

【支給方法】 賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への代理納付

申請者

都道府県・市・区等

相談・申請

支給（代理納付）

生活困窮者
自立相談支援機関（※）

申請書等送付

賃貸人等

建物賃貸借契約
決定通知書等決定通知書等

｝｝｝｝｝

※住宅、仕事、生活などの相談窓口。自治体が直営又は委託（社会福祉法人、NPO等）で運営。全国905福祉事務所設置自治体で1,317箇所の設置

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居
確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援する。

【支給対象者】②による受給者について
は、再延長期間（～９か月目）までは求
職の申込は求めない

令和２年度に新規に申請し、受給を開
始した者については、特例として、最長
１２か月まで再々延長が可能

１０か月目以降の延長を申請しようとする場
合は、３月分を超えないこと（但し、50万円を
超えない額）とする

令和３年度当初予算額：２９８億円の内数

令和３年９月末までの申請について、特例として、
解雇以外の休業等に伴う収入減少等の場合でも、
３か月間の再支給が可能

令和３年９月末までの申請について、特例として、
職業訓練受講給付金（月10万円）との併給を可能とする。

住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給

３
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※件数・金額については、速報値のため変動する可能性があります。（参考）令和元年度の決定件数：３，９７２件

令和２年度
累計

令和３年４月
～令和３年４月

累計

令和２年度
及び令和３年度

合計

新規申請件数 152,923件 5,074件 157,997件

新規決定件数 134,976件 4,901件 139,877件

再支給決定件数 4,785件 2,909件 7,694件

支給済額 306.2億円 24.2億円 330.4億円

Ｒ２～Ｒ３住居確保給付金の申請・決定件数の推移

４



◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の
家計の改善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、
教育及び就労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国906福祉事務所設置自治体で
1,371機関（令和３年４月時点））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口によ
り、情報とサービスの拠点として機
能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向
けた支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問に
よる見守りや生活支援

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載し
ているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

生活困窮者自立支援制度の概要

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施
・希望する町村において、一次的な
相談等を実施 国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業 ・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくり等を実施 国費１／２

再就職のために
居住の確保が

必要な者

国費２／３

5
５

包括的な相談支援



【平成27年度〜令和元年度】
○ 施⾏後５年間での新規相談受付件数(延べ件数)は、
約１１６.４万件。

○ そのうち、継続的な⽀援のためプランを作成した
件数は約３５.０万件。

○ 包括的な⽀援の提供により、約１６.１万人が
就労・増収につながった。

【令和元年度】
○ 新規相談受付件数とプラン作成件数について、
施⾏後4年間に⽐べて着実な伸びが⾒られる。

【参考】 国の目安値（人口10万人・１ヶ月当たり）・経済・財政再生計画改革工程表ＫＰＩ

生活困窮者自立支援制度における支援状況調査 集計結果（平成２７年４月～令和２年３月）

支援状況調査集計結果（H27.4～R2.3）

年度

新規相談受付件数 プラン作成件数 就労⽀援対象者数 就労者数 増収者数 就労･増収率

人口
10万人
あたり

人口
10万人
あたり （①）

人口
10万人
あたり

うち
就労支援対象
プラン作成者分
（②）

うち
就労支援対象
プラン作成者分
（③）

=(②+③)/①

H27 226,411 14.7 55,570 3.6 28,207 1.8 21,465 － 6,946 － －

H28 222,426 14.5 66,892 4.3 31,970 2.1 25,588 17,836 7,199 4,878 71%

H29 229,685 14.9 71,293 4.6 31,912 2.1 25,332 17,958 6,390 4,414 70%

H30 237,665 15.5 77,265 5.0 33,969 2.2 25,001 16,333 9,031 5,079 63％

R１ 248,398 16.2 79,429 5.2 35,431 2.3 25,212 16,717 8,650 4,890 61％

Ｈ27年度
目安値

H28年度
目 安値

H29年度
目安値

H30年度
目安値 現KPI（令和１～３年度）

新規相談
受付件数 20件 22件 24件 26件

年間25万人
→人口10万人・１ヶ月当たりに換算すると16件

プラン作成
件数 10件 11件 12件 13件 新規相談件数の50％

就労支援
対象者数 ６件 ７件 ７件 8件 プラン作成件数の60％

就労・増収率 40％ 42％ 70％ 75％ 75％

ステップ
アップ率 － － 80％ 90％

プラン作成者のうち自立に向けた
改善が見られた者の割合90％

（※令和元年度 85％）

６R2（〜2⽉までの速報値） 新規相談受付件数662,607件・プラン作成数111,643件



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

家計改
善支援
事業
実績

R元年度（件） 1,061 1,007 1,257 1,217 1,112 1,153 1,199 1,200 1,269 1,125 1,203 1,288 14,091

R2年度（件）
※速報値 1,331 1,181 1,162 1,381 1,326 1,639 1,751 1,613 1,521 1,484 1,532 ー 15,921

増加率（％） 125% 117% 92% 113% 119% 142% 146% 134% 120% 132% 127% ー 113%

生活困窮者自立支援制度における支援状況 家計改善事業
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○新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
る、⾃⽴相談支援事業新規相談受付件数は
248,398件から662,607件と約2.5倍に増加
した。
○そのうち継続的な支援のためプラン作成件数
は79,429件から111,643件の約1.4倍になっ
た。
○家計改善事業の利⽤件数は14,091件から
15,921件の約1.1倍に伸びている。

７



家計改善支援事業を実施している自治体の取組状況

家計改善支援事業開始当初からの利用者数の変化
（図１）

家計改善支援事業を効果的に進める取組（図２）

○家計改善事業の開始当初から現在にかけての利⽤者件数の変化については「基礎⾃治体」
「都道府県」ともに「増えた」の割合が４割を超えた。（図１）

○家計改善支援事業を効果的に進めるために取り組んでいることのうち、「多重債務や消費生
活相談等の既存事業のノウハウ等を有効活⽤」について約５割の「基礎⾃治体」が事業効果に
つながっている（つながった）と回答した。（図２）

出典：厚生労働省 令和２年度 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業 生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・分析等に関する調査研究事業報告書
2021（令和３）年３月 一般社団法人 北海道総合研究調査会
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